
関係各位 平成 27 年 6 月 4 日 
道路橋等の設計、施工、維持管理に当たって参考となる知見について

（番号 15BR001） 
以下の事項については、道路橋等に係わる技術基準の適用に当たって参考となるもの

と考えられるので、お知らせいたします。

鋼道路橋の現場ボルト接合部の塗装仕様（F-11、F-12）について 

鋼道路橋防食便覧（平成 26 年 3 月、（公社）日本道路協会）（以下、H26 便覧）で

は、外面及び内面の現場ボルト接合部に対しては、表-II.4.2、表-II.4.3 に示される

F-11、F-12 塗装系を適用するのがよいとしています。このとき、各塗装系には、塗

装系の性能を確実に発揮させる観点から、一部の部位が塗膜の弱点にならないための

配慮がなされています。

F-11 塗装系は、一般外面の塗装仕様である C-5 塗装系を高力ボルト連結部に適用

する場合の塗装系です。C-5 塗装系は、防食下地、下塗り、中塗り、上塗りにより構

成される塗装系であるため、F-11 塗装系では、表-II.4.2 の注)7 に示されるとおり、

防せい処理ボルトを使用しない場合には、高力ボルト頭部に防食下地として有機ジン

クリッチペイントを塗装し、高力ボルト頭部が防食上の弱点にならないよう配慮して

います。注)7 は、現場ボルト接合部において、防食下地が塗装されていない高力ボル

ト頭部が防食上の弱点となっていると考えられる事例が確認されていたことを踏ま

えて H26 便覧において追記したものです。 

他方、F-12 塗装系は、内面用塗装仕様である D-5 塗装系を高力ボルト連結部に適

用する場合の塗装系です。D-5 塗装系は、内面用変性エポキシ樹脂塗料 2 層で構成さ

れる塗装系であり、防食下地を含みません。したがって、F-12 塗装系では、防せい

処理ボルトを使用しない場合にも高力ボルト頭部への防食下地の塗装は不要として

います。一方で、表-Ⅱ.4.3 に示されるとおり、F-12 塗装系の製作工場における塗装

工程に防食下地が含まれている理由は、4.5 に示されるとおり、工場保管、架設中の

さび汁による塗装面の汚れを防止するためです。
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